
自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び

随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示

（平成十四年国土交通省告示第四百二十一号）

（用語）

第一条 この告示において使用する用語は、自動車運転代行業の業務の適正化

に関する法律（平成十三年法律第五十七号）において使用する用語の例によ

る。

（損害賠償責任保険契約等の補償限度額）

第二条 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規

則（以下「規則」という。）第三条第一号イの告示で定める額は、次の各号

に掲げるとおりとする。

一 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命又は身体の

損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、生命又は身体の損害

を受けた者一人につき八千万円

二 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の財産の損害を賠

償することによって生ずる損失にあっては、一事故につき二百万円

（随伴用自動車の表示事項等の表示方法等）

第三条 規則第七条第一項各号に掲げる表示事項の表示方法及び表示箇所は、

別表の例によるものとする。

２ 規則第七条第二項に規定する表示板は、別表の例により装着するものとす

る。

附 則

この告示は、平成十四年六月一日から施行する。

附 則（平成二十年国土交通省告示第七百八十一号）

この告示は、平成二十年十月一日から施行する。



 


